
 

 

 

 

六ヶ所保障措置センターの防災訓練実施結果の報告について 
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平成 28 年 11 月 21 日、原子力災害特別措置法第 13 条の 2 第 1 項の規定に基づき、

平成 28 年 9 月 13 日に実施した防災訓練の結果を原子力規制委員会に報告しました。 

同項の規定に基づき、防災訓練実施結果の要旨を別紙のとおり公表いたします。 
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別紙 1 

 

防災訓練結果報告の概要 
 

1. 訓練の目的 

本訓練は、核物質管理センター六ヶ所保障措置センター原子力事業者防災業務計画

第 2 章第 5 節第 2 項「防災訓練」に基づき、原子力災害を想定した総合訓練を実施す

ることで、原子力防災組織が有効に機能することを確認する。訓練後は訓練モニター

の評価結果、反省会で得られた意見等を踏まえて評価を行い、課題等を明らかにして

対応能力の向上を図ることを目的とする。また、必要に応じて訓練結果を防災業務計

画等に反映する。なお、今年度の防災訓練は日本原燃株式会社と合同で行い、初動対

応が確実にできることを確認することとしたため、前年度の改善点は、別途要素訓練

を実施し確認することとする。 

 

2. 訓練実施日時及び対象施設 

実施日時：平成 28年 9月 13日（火） 13:00～16:00 

対象施設：（公財）核物質管理センター 六ヶ所保障措置センター 

 六ヶ所保障措置分析所（OSL） 

 

3. 実施体制、参加者等、評価方法 

(1) 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※外部関係機関の通報、連絡は以下の機関とし下記以外は省略する。 
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通報連絡 

 

情報共有 

 

指示 

 

報告 

 

東海保障措置センター 
情報共有 
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① 原子力規制庁(原子力災害対策・核物質防護課、六ヶ所原子力規制事務所) 

② 青森県 原子力安全対策課 

③ 六ヶ所村 原子力対策課 

④ 日本原燃株式会社（JNFL） 核物質管理課、防災管理課 

 

(2) 参加者等 

1） 訓練参加者（45名） 

① 核物質管理センター六ヶ所保障措置センター及び協力会社員（対策本部

17名、現場対応 9名） 

② 核物質管理センター本部（13名） 

③ 核物質管理センター東海保障措置センター（6名） 

 

2） 訓練モニター兼コントローラ 

① 六ヶ所保障措置センター（4名） 

 

(3) 評価方法 

第 5項に示す訓練内容等について訓練モニターが対応状況を確認するとともに、

訓練終了後の反省会で改善点の摘出を行い、原因の洗い出し及び有効な対策の検

討を行う。 

 

4. 訓練の想定 

六ヶ所村で震度 7の地震が発生し、その影響により OSLを含む再処理施設サイト内で

全動力電源が喪失する（但し JNFL緊急時対策所のインフラを除く）。OSL、AK建屋内の

控室（AK第 4控室）でも通信機器等が機能停止に陥るが、設備等の破損はない。 

全動力電源喪失後、高レベル廃液ガラス固化建屋（KA建屋）の冷却機能が喪失したこ

とにより、高レベル濃縮廃液が沸騰し蒸発乾固が発生する。これに伴い周辺監視区域境

界近傍（モニタリングポスト No.2）の測定値が上昇し原災法第 10条通報基準値である

γ線測定値が 5μSv/hを超える。さらに同状態が 10分以上継続し第 15条通報事象に至

る。 

 

5. 訓練の内容 

(1) 対策本部 

1） 原子力防災要員の参集、対策本部の設置等の初動対応訓練 

地震発生後、関係者が速やかに安全対策室に参集し、対策本部が設置できるこ

と。また、人員点呼（現場対応班の人員を含む）を実施し、結果の集約が迅速、

確実にできること。 

 

2） 現場対応班との情報伝達訓練 
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現場対応班から必要な情報を入手し、対策本部内で共有できること。また、対

策本部からの指示等が錯綜することなく現場対応班に伝達できること。 

 

3） 外部関係機関への通報、特定事象の推移にともなう適時の情報発信訓練 

① 地震発生時に外部関係機関へ警戒事象発生通報が 15 分以内に発信でき

ること。 

② 外部関係機関へ異常事象等通報連絡書が速やかに発信できること。 

③ JNFLから情報を得て、特定事象発生時（10条通報事象）に外部関係機関

へ特定事象発生通報が 15分以内に発信できること。 

④ JNFLから情報を得て、15条通報事象に進展したと判断した際に外部関係

機関へ特定事象の経過連絡が 15分以内に発信できること。 

 

(2) 現場対応班（OSL） 

1） 初期対応訓練 

OSL内入域者は第 3サブチェンジングルームに集合し、人員点呼（安否確認含

む）の実施後、最低限の保全措置を実施して速やかに OSLから避難できること。 

 

2） 対策本部との円滑な情報連絡訓練 

JNFL 緊急時対策所から提供を受けたモニタリングポストの測定値を確実に対

策本部へ伝達できること。 

 

(3) 現場対応班（AK第 4控室） 

現場対応班から人員点呼結果、現場の状況を、衛星電話を用いて対策本部へ報

告できること。 

 

(4) 支援対策本部 

1） 支援対策本部の設置訓練 

六ヶ所保障措置センターから対策本部設置の連絡を受けて、センター本部に

支援対策本部が設置できること。 

 

2） 支援対策組織運営訓練 

① 支援対策本部が東海保障措置センターと協力して情報収集及び支援活動

の体制が整えられること。 

② 原子力規制庁へ派遣する職員を決定し、六ヶ所保障措置センターへ連絡

できること（派遣は模擬）。 

 

6. 訓練の結果 

(1) 対策本部 

1) 原子力防災要員の参集、対策本部の設置等の初動対応訓練 
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地震発生後、関係者が速やかに安全対策室に参集し、対策本部が設置できた。

また、人員点呼（現場対応班の人員を含む）を実施し、六ヶ所保障措置センター

内の人員点呼は速やかに集約することができた。現場対応班の人員点呼について

は、通信機器等の機能停止により連絡方法が限定されたが、対策本部と現場対応

班間で衛星電話を用いて情報を伝達し、確実に集約することができた。 

 

2) 現場対応班との情報伝達訓練 

現場対応班から衛星電話により、施設の状況、通信設備の不通の連絡を受け、

対策本部の各班長は情報の収集、対策本部長への報告、現場対応班への対応指示

等を錯綜することなく実施することができた。 

 

3) 外部関係機関への通報、特定事象の推移にともなう適時の情報発信訓練 

6ヵ所の外部関係機関に対し、地震発生後の警戒事象通報、異常事象発生に係

る通報、原災法第 10 条、原災法第 15条等の通報を行った。この際、通報には衛

星電話を用いた FAX送信で行ったが機器の性能上、１ヵ所ずつしか送信できなか

ったことから、1ヵ所目の外部関係機関には 15分以内に通報ができたものの、6

ヵ所目の外部関係機関への通報が終了するまでには約 20分の時間を要した。 

 

(2) 現場対応班（OSL） 

1) 初動対応訓練 

OSL内入域者は第 3サブチェンジングルームに集合し、人員点呼（安否確認

含む）及び最低限の保全措置を実施後、速やかに OSLから避難することができ

た。 

 

2) 対策本部との円滑な情報連絡訓練 

JNFL 緊急時対策所から提供を受けたモニタリングポストの測定値を、確実

に対策本部へ伝達することができた。 

 

(3) 現場対応班（AK第 4控室） 

 現場対応班から人員点呼結果（OSL 含む）及び現場の状況（OSL 含む）につい

て、衛星電話を用いて対策本部へ報告できた。しかしながら、衛星電話は屋外で

しか使用できず、屋外にいる衛星電話対応者と AK 第 4 控室の間で伝令を用いて

情報伝達を行ったため、対策本部への情報の伝達に時間がかかった。 

 

(4) 支援対策本部 

1) 支援対策本部の設置訓練 

六ヶ所保障措置センターから対策本部設置の連絡を受けて、センター本部に

支援対策本部を設置することができた。 
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2) 支援対策組織運営訓練 

① 東海保障措置センターと協力し、情報収集及び支援活動の体制を整える

ことができた。 

② 原子力規制庁へ派遣する職員を決定し、六ヶ所保障措置センターへ連絡

することができた（派遣は模擬）。 

 

7. 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

訓練で得た反省点及び評価結果から、以下の改善を図るとともに、緊急事態に対応

する能力の向上に取り組む。 

 

(1)  外部関係機関への通報（FAX 送信）は、衛星電話に接続できる FAX 送信機の性

能上 1ヵ所ずつしか送信できず、6ヵ所の外部関係機関に送信するために約 20分

の時間を要した。実際に同様の事象が発生した場合、原子力事業者防災業務計画

に基づいた通報連絡先は、22ヵ所であり全ての外部関係機関へ通報を終了するま

でに約 1 時間の時間を要することが想定される。衛星電話を用いた FAX 一斉送信

システム等、15分以内に通報できる方法を検討する。 

 

(2)  通信設備が不通（衛星電話のみ使用可能）となった際の情報伝達に時間がかか

ったことから、対策本部、現場対応班、電話連絡者間の情報伝達方法を検討し、

時間短縮を図る。 

 

以上 
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別紙 2 

 

要素訓練結果報告の概要 
 

1. 訓練の目的 

本訓練は、原子力災害時における救護に係る手順の検証を行うとともに、資機材

の取扱いについて習熟を図ることを目的とする。 

 

2. 訓練実施日及び対象施設 

実施日時： 平成 28年 9月 2日（金）、平成 28年 9月 6日（火） 

対象施設： 六ヶ所保障措置センター 六ヶ所保障措置分析所 

 

3. 実施体制、参加者、評価方法 

（1）実施体制 

実施責任者を設け、実施対象者が訓練を行う。 

実施責任者：分析課長 

実施対象者：分析課員、安全管理課員 

 

（2）参加者 

平成 28年 9月 2日（金） 9名 

平成 28年 9月 6日（火） 8名 

 

（3）評価方法 

訓練内容について実施責任者が対応状況を確認し、評価を行う。 

 

4. 原子力災害想定の概要 

（1）救護訓練 

管理区域内で傷病者が発生したことを想定 

 

5. 訓練の項目 

要素訓練 

 

6. 訓練の内容 

救護訓練 

 

7. 訓練の結果 

救護に係る手順に問題のないことが確認できた。また、救護に用いる資機材の取

扱いについても習熟を図ることができた。 
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8. 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回は問題なく良好に実施できた。今後も訓練を継続し、習熟を図る。 

 

以上 

 


